
 

パソコン画面の案内に従って金額を入力すると、計算誤りなく確

定申告書が作成できる、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コ

ーナー」をご紹介します。 

 ここでは、作成した確定申告書を印刷し、郵送等で提出する場合

の手順について、サラリーマン等、収入が「給与 1 か所」で「年末

調整済み」の方が「医療費控除」を申告する場合を例として説明し

ます。 

国税庁ホームページ 

税務署 この社会あなたの税がいきている 

※ マニュアル中の「確定申告書等作成コーナー」の画面は、

開発中のものであるため、変更される場合があります。 

～使ってください！確定申告書等作成コーナー～ 



 

  

「所得税の確定申告書」をパソコンで作成してみよう！ 

                        1 

まずは、国税庁ホームページのトップ画面にアクセスします。「国税庁」で検索！（www.nta.go.jp） 

お使いのパソコン利用環境を確認し、チェ
ック項目をチェックした後、「事前準備終了
（次へ＞）」をクリックします。 

e-Tax については、「e-Tax ホーム

ページ」をご確認ください。 

  イータックス  検 索 

 

 

 

 

 

http://www.nta.go.jp/
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１ 作成する申告書等の選択します。 

１ 作成する申告書等の選択 

①「確定申告書を印刷して税務署へ提
出」にチェックがされているか確認し
ます。 

②「生年月日」を入力します。 
➂「入力終了（次へ）＞」をクリックし
ます。 

 

２ 

 

 

１ 

３ 
 

56 1 11 

 
28 

28 

28 

28 

この画面からは、所得が、「給与のみ」、「年金のみ」、「給与と年金のみ」の方専用の申告書作成画面となります。 

以下の事項を確認の上、「次へ＞」をクリックしてください。 

サラリーマンの方で、医療
費控除などを受ける場合、
こちらの「給与・年金の方」
をクリックします。 

株式の譲渡の申告をされる方など
は、「左記以外の所得のある方」を
クリックします。 
 
 

給与・年金以外の所得（事業、不動産、配当など）がある方は、この画面はご利用できませんので、「＜戻る」をクリックし、「左記以外の所得のある方」の「作

成開始」を選択して作成してください。 

 



 

   ２ 所得の種類、内容、適用を受ける控除の選択 

  （年末調整済みの給与が１か所の方の場合） 
 

 

①「給与のみ」をチェック 
②「入力終了（次へ）＞」をクリ
ックします。 

２ 

１ 

１ 

２ 

３ 

①「給与の支払者（勤務先）は１か所の
みである」をチェック 

②「年末調整済みである」をチェック 
➂「入力終了（次へ）＞」をクリックし
ます。 

３ 

 

①「医療費控除」をチェック 
②「入力終了（次へ）＞」をクリ
ックします。 

 

年金のみ 
※ 「公的年金等の源泉徴収票」をお持ちの方 

※ 生命保険の年金などの公的年金以外の年金（個人年金）を受給している方 
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20,000 

４ 

 ３ 給与所得の入力（１/３、２/３） 

  （年末調整済みの給与が１か所の方の場合） 
 

給与所得の源泉徴収票の内容を 
入力します。 
（下の画面は、２ページ１の「入力方
法選択」画面で「給与・年金の方（給
与・年金専用）」の入力方法を選んだ場
合のものです。） 

２ ３ 

４ 

５ 

７ 

６ 

２ページ１で 
こちらを選択した方 

１ 

1,670,030 

29,800 

3,480,000 

 

 ④から⑦までに記載がない場合は、「源泉
徴収票の④から⑦欄の全てに記載がな
い」にチェックを入れて「入力終了（次
へ）」をクリック 

源泉徴収票に記載された①から
③までの事項を入力し、「入力終
了（次へ）」をクリックします。 

源泉徴収票に
記載された④
から⑦までの
事項を入力し、
「入力終了（次
へ）」をクリッ
クします。 
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○○市△△町×－××－× 
コクゼイ タロウ 

国税 太郎 

3 480 000 1 670 030 29 800 2 256 000 

○ 1 

423 030 75 000 32 000 

80,000 15,000 

1 

国税 花子 
コクゼイ ハナコ 

28 

① ② ③ 

⑦ 

⑥ 
⑤ 

④ 

28 



 

  

 

 ４ 給与所得の入力（３/３） 

  （年末調整済みの給与が１か所の方の場合） 
 

８ 

 ５ 入力内容の確認 

  （年末調整済みの給与が１か所の方の場合） 
 

 

 

 

源泉徴収票に記載された
⑧の事項を入力し、「入力
終了（次へ）」をクリック
します。 

給与所得の入力内容を
確認します。 

29,800 3,480,000 

3,480,000 2,256,000 

2,256,000 

５ 

28 

○○市△△町×－××－× 

国税 太郎 
コクゼイ タロウ 

○ 56 1 11 

○○市△△区○○×－××－× 

○○産業株式会社 
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⑧ 



  

６ 

 ６ 「医療費控除」の入力 

 

Ａ 

Ｂ 

 申告書を提出する際には、

医療費の明細書や領収書

等を提出又は提示してい

ただく必要があります。 

「医療費の明細書」を

作成していない方は、

こちらを選択します。 

 

「医療費の明細書」を

別途作成している方

は、こちらを選択しま

す。 

○○市△△町×－××－×

国税 太郎
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Ａ Ｂ 

290,000 145,000 

145,000 

290,000 

「医療費の明細書」を作成し
ていない方は、こちらで医療
費の明細を入力します。 

 

 

 

 

380,000 

380,000 

380,000 

423,030 

1,670,030 
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 ７ 入力した控除額及び還付金の確認 

 

７ 

「医療費控除額」が自動計算され

ますので、確認してください。 

 

 

算出された「医療費控除額」が、

反映されているか確認してくだ

さい。 

 

計算結果による還付される金額が表示さ

れますので、確認してください。 

 

 

290,000 

145,000 

145,000 

2,256,000 

112,800 

100,000 

45,000 

45,000 

423,030 

75,000 

32,000 

1,715,030 

380,000 

380,000 

380,000 

2,233 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９ 「住所・氏名等」の入力 

 

 

 ８ 住民税等に関する事項の入力 

 

８ 

 

住民税等に関する事項について、

必要に応じ、該当するチェック欄

にチェックを入れ、内容を入力し

ます。 

 

2,233 

還付金の受取方法を選択し、金融

機関名等を入力してください。 

住所・氏名等について、表示され

ている項目を入力してください。 
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ご本人及び表示された親族の方の

マイナンバーを入力してくださ

い。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 申告書等の印刷 

 

 

４   

 

９ 

国税 太郎 

コクゼイ タロウ 

「申告書等を全て印刷する」

にチェック 

印刷する申告書等を選択する

ことも可能です。 

 

2 8 

○○市△△町×－××－× 

印刷画面が表示されますので、確認後印刷

を実行します。 

印刷が終了したら、「次へ」をクリックし

てください。 

2 8 

○○市△△町×－××－× 
コクゼイ タロウ 

国税 太郎 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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国税 太郎 本人 

3 5 6 0 1 1 1 

3 4 8 0 0 0 0 5 4 0 

 
2 7 0 0 0 

出力した「添付書類台紙」に給与所

得の源泉徴収票等を貼付して、申告

書、医療費の領収書及び医療費の明

細書と一緒に提出してください。 

28 

国税 太郎 ○○市△△町×－××－× 
コクゼイ タロウ 

平成 28 年分の申告書から、申告者ご自身の本人確認書類の写しの添付が必要です。 

〈本人確認書類の例〉 

例１  

     （表面）      （裏面） 

 

 

例２  

      ＋ 

マイナンバーカード 

通知カード 《個人番号の持ち主であることを確認できる書類》 

● 運転免許証  ● 公的医療保険の被保険者証 

● パスポート  ● 身体障害者手帳 

● 在留カード      などのうちいずれか１つ 

マイナンバーカードの

写しを添付する場合は、

両面の写しが必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 作成後の確認 

 

 

 

これで、確定申告書の作成は終了です！ 

源泉徴収票などの添付書類は、「添付書類台紙」 

に貼り付けて確定申告書と一緒に住所地の所轄 

の税務署に提出してください。 

10 

 

e    コ ク ゼ イ 

確定申告書等作成コーナーの操作などに関するお問合せはこちら 

０５７０－０１－５９０１（ナビダイヤル：全国一律市内通話料金） 

※ ご利用の電話機によっては上記ナビダイヤルにつながらない場合があります。 

その場合は、０３－５６３８－５１７１（通常通話料金）をご利用ください。 

 

28 

平成 29年２月 16日（木）から３月 15日（水） 平成 29年３月 15日（水） 平成 29年３月 15日（水） 


